
提

出

者

�

井

英

勝

平
成
十
二
年
十
一
月
二
十
九
日
提
出

質

問

第

五

六

号

核
燃
料
加
工
工
場
臨
界
事
故
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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核
燃
料
加
工
工
場
臨
界
事
故
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一
九
九
九
年
九
月
三
〇
日
に
起
こ
っ
た
核
燃
料
加
工
工
場
臨
界
事
故
は
、
二
名
の
尊
い
人
命
を
奪
っ
た
、
最
悪
の
原
子
力
事

故
で
あ
っ
た
。
政
府
の
「
ウ
ラ
ン
加
工
工
場
臨
界
事
故
調
査
委
員
会
報
告
」
（
九
九
年
一
二
月
。
以
下
「
報
告
」
。
）
が
、

『
原
子
力
の
「
安
全
神
話
」
や
観
念
的
な
「
絶
対
安
全
」
と
い
う
標
語
は
捨
て
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
』
（
報
告
�－

五

〇
）
、
と
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
根
底
に
あ
る
「
安
全
神
話
」
へ
の
深
刻
な
反
省
が
行
政
と
原
子
力
業
界
に
求
め
ら
れ
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。

同
時
に
、
事
故
の
直
接
の
原
因
で
あ
る
、
臨
界
安
全
形
状
管
理
が
さ
れ
て
い
な
い
沈
殿
槽
へ
の
臨
界
量
以
上
の
ウ
ラ
ン
溶
液

の
投
入
と
い
う
事
態
に
、
な
ぜ
至
っ
た
の
か
。
そ
の
徹
底
解
明
も
必
要
で
あ
る
。
こ
の
点
で
見
過
ご
せ
な
い
の
は
、
事
故
施
設

を
加
工
施
設
と
し
て
許
可
申
請
し
た
時
点
で
は
、
事
故
に
至
っ
た
「
均
一
化
工
程
」
は
想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
事
実

で
あ
る
。
「
報
告
」
も
、
「
六
〜
七
バ
ッ
チ
を
均
一
な
一
ロ
ッ
ト
と
す
る
こ
と
は
、
許
可
申
請
書
と
設
工
認
申
請
書
の
い
ず
れ

に
も
記
載
さ
れ
て
い
な
い
」
（
�－

三
四
）
、
「
複
数
の
製
品
容
器
を
用
い
て
均
一
化
の
操
作
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
複
数
ユ

ニ
ッ
ト
の
臨
界
安
全
に
つ
い
て
十
分
に
評
価
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
そ
の
点
に
関
す
る
記
述
は
見
当
た
ら
な
い
」
（
�－

三

五
）
と
指
摘
し
て
い
る
。

一



そ
こ
で
、
問
題
の
「
均
一
化
工
程
」
に
関
し
て
以
下
の
点
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

一

第
一
に
、
「
均
一
化
工
程
」
に
係
る
許
認
可
に
つ
い
て
で
あ
る
。

�

日
本
核
燃
料
コ
ン
バ
ー
ジ
ョ
ン
（
現
ジ
ェ
ー
・
シ
ー
・
オ
ー
。
以
下
「
Ｊ
Ｃ
Ｏ
」
。
）
が
一
九
八
三
年
一
一
月
に
行
っ

た
核
燃
料
物
質
加
工
事
業
変
更
許
可
申
請
に
対
し
て
、
政
府
は
一
九
八
四
年
六
月
に
許
可
を
出
し
て
い
る
。
こ
の
申
請
と

許
可
に
問
題
の
「
均
一
化
工
程
」
は
含
ま
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
含
ま
れ
て
い
た
の
な
ら
、
申
請
書
の
該
当
個
所

を
明
示
す
る
と
と
も
に
、
「
報
告
」
が
指
摘
し
た
「
複
数
ユ
ニ
ッ
ト
の
臨
界
安
全
」
に
係
る
政
府
の
安
全
審
査
の
記
述
を

明
示
さ
れ
た
い
。

�

「
報
告
」
に
よ
れ
ば
、
該
当
す
る
記
載
は
な
く
、
「
均
一
化
工
程
」
に
つ
い
て
は
申
請
も
許
可
も
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。
従
っ
て
、
無
許
可
の
「
均
一
化
工
程
」
を
伴
う
Ｊ
Ｃ
Ｏ
の
中
濃
縮
ウ
ラ
ン
溶
液
製
造
は
、
そ
の
当
初

か
ら
違
法
な
作
業
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

�

「
報
告
」
の
参
考
資
料
�－

一
七
「
転
換
試
験
棟
の
硝
酸
ウ
ラ
ニ
ル
溶
液
製
造
工
程
」
図
に
お
い
て
、
ス
テ
ン
レ
ス
容

器
に
よ
る
溶
解
に
つ
い
て
「
違
反
行
為
（
未
許
可
）
」
と
し
、
沈
殿
槽
に
よ
る
混
合
均
一
化
は
「
違
反
行
為
（
取
扱
量
の

超
過
）
」
、
貯
塔
に
よ
る
混
合
均
一
化
は
「
違
反
行
為
（
多
量
ウ
ラ
ン
の
注
入
）
」
と
明
記
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ク
ロ

二



ス
ブ
レ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
よ
る
混
合
均
一
化
に
つ
い
て
は
、
同
図
に
示
さ
れ
た
「
許
認
可
上
の
工
程
」
と
は
明
ら
か
に
異
な

る
の
に
、
そ
の
違
法
性
を
何
ら
指
摘
し
て
い
な
い
の
は
な
ぜ
か
。

�

ま
た
、
「
均
一
化
工
程
」
自
体
が
違
法
で
あ
る
こ
と
を
、
政
府
が
明
言
し
な
い
の
は
な
ぜ
か
。

二

第
二
に
、
「
均
一
化
工
程
」
が
導
入
さ
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
で
あ
る
。

�

臨
界
事
故
調
査
委
員
会
の
資
料
八－

三
で
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
均
一
化
工
程
」
が
導
入
さ
れ
た
の
は
、
中

濃
縮
ウ
ラ
ン
溶
液
の
発
注
元
、
納
品
先
で
あ
る
動
力
炉
・
核
燃
料
開
発
事
業
団
（
現
核
燃
料
サ
イ
ク
ル
開
発
機
構
。
以
下

「
機
構
」
。
）
の
要
求
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
要
求
し
た
内
容
と
そ
の
動
機
を
改
め
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

機
構
は
、
核
燃
料
取
扱
い
に
関
し
て
は
、
他
の
ど
の
組
織
に
も
ま
し
て
精
通
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
機
構
は
、
要
求

し
た
「
均
一
化
工
程
」
が
想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
工
程
、
新
た
な
許
可
な
し
に
は
違
法
と
な
る
工
程
で
あ
る
こ
と
を
、

十
分
に
承
知
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
点
を
政
府
は
ど
う
認
識
し
て
い
る
か
。

�

ま
た
機
構
が
、
「
均
一
化
工
程
」
に
伴
う
許
認
可
の
変
更
申
請
等
に
つ
い
て
、
Ｊ
Ｃ
Ｏ
に
ど
の
よ
う
な
指
導
、
助
言
等

を
行
っ
た
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

機
構
が
、
一
回
の
輸
送
量
に
あ
わ
せ
て
Ｊ
Ｃ
Ｏ
に
「
均
一
化
工
程
」
を
要
求
（
八
六
年
五
月
二
九
日
）
し
て
か
ら
、
Ｊ

三



Ｃ
Ｏ
の
回
答
を
経
て
、
契
約
（
一
〇
月
二
四
日
）
ま
で
、
五
ヵ
月
し
か
な
い
が
、
こ
の
短
期
間
で
、
Ｊ
Ｃ
Ｏ
が
変
更
許
可

申
請
を
準
備
し
、
申
請
し
、
国
の
審
査
を
経
て
許
可
を
受
け
る
の
に
十
分
な
期
間
と
い
え
る
の
か
。

�

機
構
が
、
ウ
ラ
ン
溶
液
を
Ｊ
Ｃ
Ｏ
に
発
注
す
る
際
に
、
Ｊ
Ｃ
Ｏ
が
機
構
の
要
求
す
る
仕
様
の
ウ
ラ
ン
溶
液
を
適
法
に
製

造
で
き
る
事
業
者
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
な
か
っ
た
の
か
ど
う
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

第
三
に
、
「
均
一
化
工
程
」
に
お
け
る
臨
界
管
理
に
つ
い
て
で
あ
る
。

�

Ｊ
Ｃ
Ｏ
は
当
初
、
臨
界
管
理
の
た
め
二
・
四
キ
ロ
グ
ラ
ム
ウ
ラ
ン
の
質
量
制
限
を
も
う
け
、
こ
れ
を
一
バ
ッ
チ
（
作
業

単
位
。
）
と
す
る
と
と
も
に
一
ロ
ッ
ト
と
す
る
予
定
だ
っ
た
が
、
機
構
は
、
一
回
の
輸
送
量
に
あ
わ
せ
て
六
〜
七
バ
ッ
チ

を
一
ロ
ッ
ト
と
す
る
こ
と
を
要
求
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
Ｊ
Ｃ
Ｏ
は
、
均
一
化
の
た
め
の
専
用
設
備
も
無
し
に
、
製
品

容
器
を
な
ら
べ
て
、
そ
こ
か
ら
一
〇
分
の
一
ず
つ
汲
み
出
し
て
移
し
替
え
る
「
ク
ロ
ス
ブ
レ
ン
デ
ィ
ン
グ
」
と
い
う
方
法

に
よ
る
均
一
化
を
回
答
（
六
月
九
日
）
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
ク
ロ
ス
ブ
レ
ン
デ
ィ
ン
グ
」
に
よ
る
均
一
化
作
業

は
、
一
バ
ッ
チ
の
質
量
制
限
で
臨
界
管
理
す
る
と
い
う
許
可
条
件
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
の
か
。
政
府
の
見
解
を
明
ら

か
に
さ
れ
た
い
。

�

「
均
一
化
工
程
」
に
つ
い
て
、
事
故
直
後
は
、
形
状
的
に
臨
界
管
理
さ
れ
た
貯
塔
で
行
う
べ
き
も
の
を
沈
殿
槽
で
行
っ

四



た
こ
と
が
作
業
手
順
違
反
で
あ
る
と
発
表
さ
れ
て
い
た
。
後
に
、
事
故
調
の
第
七
回
会
合
（
一
一
月
二
六
日
）
に
お
い

て
、
実
は
貯
塔
で
行
う
こ
と
も
裏
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
あ
り
、
本
来
は
ク
ロ
ス
ブ
レ
ン
デ
ィ
ン
グ
で
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た

こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
政
府
は
、
機
構
か
ら
の
聞
き
取
り
で
九
九
年
一
〇
月
二
一
日
に
こ
の
事
実
を

知
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
重
要
な
事
実
の
公
表
が
一
月
以
上
も
遅
れ
た
の
は
な
ぜ
か
。

�

機
構
は
、
要
求
し
た
一
ロ
ッ
ト
（
六
〜
七
バ
ッ
チ
）
が
臨
界
量
を
超
過
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
十
分
承
知
し
て
い

た
は
ず
で
あ
る
。
機
構
は
、
臨
界
管
理
の
た
め
に
一
バ
ッ
チ
と
い
う
量
的
制
限
を
設
け
て
い
た
Ｊ
Ｃ
Ｏ
に
対
し
て
、
そ
の

臨
界
管
理
の
制
限
を
越
え
る
危
険
な
作
業
を
要
求
し
た
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
政
府
の
認
識
を
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。

�

Ｊ
Ｃ
Ｏ
が
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
「
均
一
化
工
程
」
と
い
う
機
構
の
要
求
に
よ
り
、
新
た
な
臨
界
管
理
が
必
要
と
な
る

は
ず
だ
が
、
機
構
に
は
、
そ
う
い
う
認
識
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
、
ま
た
、
機
構
に
は
、
Ｊ
Ｃ
Ｏ
に
対
し
て
臨
界
管
理
の

助
言
を
行
う
な
ど
核
燃
料
の
専
門
家
集
団
と
し
て
当
然
の
責
任
が
あ
る
は
ず
だ
が
、
機
構
が
そ
う
し
た
助
言
等
は
行
っ
た

の
か
ど
う
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

第
四
に
、
硝
酸
ウ
ラ
ニ
ル
溶
液
で
納
品
さ
せ
た
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
る
。

五



�

臨
界
管
理
と
い
う
点
で
は
、
粉
末
に
よ
る
乾
式
法
に
比
べ
溶
液
に
よ
る
湿
式
法
は
臨
界
に
達
し
や
す
く
危
険
性
の
高
い

も
の
で
は
な
い
の
か
。

�

欧
米
で
は
、
過
去
の
臨
界
事
故
の
教
訓
か
ら
、
濃
縮
ウ
ラ
ン
の
再
転
換
で
は
湿
式
法
を
や
め
て
乾
式
法
に
切
り
替
え
て

き
た
が
、
日
本
だ
け
が
な
ぜ
、
危
険
な
湿
式
法
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。

�

こ
れ
ま
で
政
府
は
、
Ｊ
Ｃ
Ｏ
に
対
し
て
溶
液
で
の
納
品
を
要
求
し
た
理
由
を
、
機
構
の
再
処
理
工
場
運
転
に
向
け
て
行

わ
れ
た
日
米
再
処
理
交
渉
の
結
果
、
核
不
拡
散
上
の
観
点
か
ら
混
合
転
換
法
に
よ
り
硝
酸
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
と
硝
酸
ウ
ラ
ン

ニ
ル
溶
液
を
混
合
し
た
上
で
混
合
酸
化
物
に
転
換
す
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
だ
と
説
明
し
て
い
る
。
し
か
し
、
Ｊ
Ｃ
Ｏ
か

ら
粉
末
で
仕
入
れ
て
機
構
内
で
溶
液
に
し
て
使
用
す
る
こ
と
も
選
択
し
得
た
は
ず
で
あ
る
。
危
険
な
工
程
を
あ
え
て
民
間

企
業
に
要
求
し
た
の
は
な
ぜ
か
。

�

政
府
は
、
一
民
間
企
業
に
危
険
な
業
務
を
さ
せ
た
結
果
、
重
大
な
事
故
に
至
ら
し
め
た
と
い
う
事
実
を
、
自
ら
の
責
任

と
し
て
ど
う
考
え
る
か
。

右
質
問
す
る
。

六


